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Ａ.研究目的 

てんかんは対象患者数が多い一般的な疾患である

にもかかわらず、これまで、てんかんに関する世間

の誤解や偏見も相まって、てんかん患者・家族が地

研究要旨 

てんかん拠点病院事業の更なる効果的運用を目指し、てんかん診療拠点病院運用に参

画する地方自治体を増やすことに必要な因子を探索した。その因子を検討することに

よりてんかん診療拠点病院が設置されていない地域への施策をどのように行って行

くかを検討した。既存データから得たてんかん入院患者数、てんかん外来患者数に関

するデータを利用し解析する道筋をつけた。データの選別に関して検討を行い、「純

粋なてんかん患者」のデータを選別するための合理的な基準を設けた。また、てんか

んコーディネーター実態調査や看護師・薬剤師を対象としたアンケート調査等を行っ

た。てんかん患者の身体的、精神的、社会的ならびに医療との関わりについても分析

した。さらに、てんかん診療支援医制度の確立に向け基礎的なデータを収集し、現状

のてんかん患者数に比べて数の少ないてんかん専門医の補助的な役割を担う「てんか

ん診療支援医」制度の必要性、役割についても検討を行った。てんかん拠点病院を効

果的に運用するために、専門看護師制度創設・専門薬剤師制度などを例として、コメ

ディカル領域の整備が重要であるという視点からの、拠点病院の備えるべき要件に関

する検討を行った。 
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域で適正な治療を受けて来たとは言い難い。学校生

活・自動車運転・就労・結婚・出産、など、生涯の

多岐にわたる場面でのケアが必要であり、てんかん

のある人が安心かつ幸せな社会生活を営むために

支援を受ける体制構築が求められている。日本てん

かん学会は会員数3020名を有し、世界抗てんかん連

盟加盟国第2番目の会員数規模であり、教育事業等

により専門医数を伸ばしている。しかし、てんかん

医療には薬剤治療のみならず、外科治療・食事療法

など多様な治療アプローチが求められることもあ

り、てんかん専門医療機関の地域偏在の解消にまで

は至っておらず、なお改善する余地がある。「健康

寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の

循環器病に係る対策に関する基本法」（平成30年12

月14日法律第105号）では、附則第三条において、

一部のてんかんを脳卒中後遺症と位置づけ、政府が

対策検討を講じることとされている。無論、脳卒中

後遺症てんかんのみの対応では不十分であり、今後、

国を挙げた対応がますます求められるところであ

る。これらの課題改善には、2015 年度から開始さ

れ2018年から本事業に移行したてんかん地域診療

連携体制整備事業を核として進められることが期

待されるが、現在21 自治体で実施されているのみ

で第7次医療計画を見据えた全国的に網羅された取

組みにまでは至っていない。本研究は、てんかんの

診療連携体制を推進するため日本てんかん学会が

主体的役割を担うことを確認し、てんかん診療拠点

病院が参画して行われる。てんかんの疫学調査を目

標とした課題抽出、てんかん拠点病院に設置されて

いるコーディネーターの活動実績調査、てんかん患

者・家族の実態調査、てんかんの地域連携や他科・

多職種連携の調査及び分析を通じて、地域の実情を

踏まえかつてんかん患者・家族のニーズに即したて

んかんの地域診療連携体制の構築推進に資する研

究を行う。さらに、どのようにすれば各地方自治体

が拠点病院制度に参画出来るのか、研究を通じた普

及啓発活動も行っていく。また、わが国おいててん

かん患者数に比べ、てんかん専門医が少ない現状に

対して、より相談しやすいてんかん診療支援医の創

設を目指し、その具体的な役割、資格などにつき検

討する。 

 

Ｂ.研究方法 

本研究班では、現在進行中のてんかん拠点病院事業

の更なる効果的運用を目指し、てんかん診療拠点病

院運用に参画する地方自治体を増やすことに必要

な因子を探索し、解決を図ることでてんかん診療拠

点病院が設置されていない地域への施策をどのよ

うに反映させるか検討する。課題抽出ならびに解決

を通じ、国内てんかん医療の量的質的向上を目指し、

研究終了後になお進行中の第7次医療計画にある、

てんかん医療行政を向上させるに資する提言を探

る。これらにより本研究班が、てんかん患者および

家族が安心して自分らしく暮らせるための社会体

制を構築することを恒久的な目的とした活動にお

いて、政策をみすえた専門家集団としての役割を担

う。これらの目的を達成するために、てんかん拠点

病院から集約した臨床データを活用し、以下の項目

に沿った分析・課題抽出・解決策の探索などを行う。

このために、拠点病院数増加（21施設から5施設程

度の増加）、てんかんコーディネーターの質的向上

を通じた拠点病院の質的向上、日本てんかん学会や

患者との連携、てんかん医療向上に対する取り組み

を進化させる。本研究の推進により「てんかん診療

拠点病院（以下拠点病院）の量的・質的向上」効果

が期待される。拠点病院を中心とした診療ネットワ

ーク整備を念頭に置いた疫学調査課題設定及び分

析を行う。コーディネーター人材確保や資質の向上

をめざしたコーディネーター活動分析ならびに個

人情報等を含むデータ等管理を行う。日本てんかん

学会等との連携により、拠点病院を増やすために必

要な要因の追求や自治体へのアプローチ方策の整

理を行う。拠点病院からのデータ抽出ならびに効果

的に拠点病院を運用するための改善、行政機関が整

備に携わることで医療機関・保健所や教育機関など

の多職種連携の探索、圏内医療均てん化の方策を探

っていく。てんかん診療支援医制度の確立に向け基

礎的なデータを収集し、現状のてんかん患者数に比

べて数の少ないてんかん専門医の補助的な役割を

担う「てんかん診療支援医」制度の必要性、役割に

ついても検討を行う。また、第7次医療計画に向け

た拠点病院整備要件の提言を行う。看護師やコメデ

ィカル、薬剤師、基礎研究者のそれぞれの視点から

の拠点病院運用をさぐる。患者・家族の実態調査か

らみた拠点病院に求められる像を探り、ひとりひと

りの患者と連携した取り組みを考える。また、拠点

病院を核とした遠隔医療を検討する。さらに研究推

進による疾患啓発も行っていく。また、てんかん外

科医療の普及啓発にも努める。 
 

(倫理面への配慮) 

研究対象者に対する人権擁護の配慮、不利益・危険
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性の排除や書面による説明と同意を得る。取得した

個人情報についてはカルテより抽出した際に、対応

表を作成するとともに氏名・患者 ID を削除し症例

登録番号を新たに付けた状態で解析を行い、公表の

際は個人が特定できないようにする。 

 
Ｃ.研究結果 

1. 拠点病院調査（池田、川合、中里、遠山、

山内、太組、廣瀬、寺田、松本、吉岡、小林、飯田、

森、饒波、高橋、原）：拠点病院における、受診患

者分布・診断正誤率・治療介入率・外科治療介入率・

逆紹介率等を分析し、三次医療圏内における効果的

な均てん化に向けた拠点病院のあり方に関する課

題抽出を行った。同時に、拠点病院において平成 28

年度/平成 30年度の診療報酬改定の効果検証及び将

来改定に向けた検討課題抽出も行った。 

2. てんかんコーディネーター・コメディカル調

査（宮本、中川、高橋、原、浦）：てんかんコーデ

ィネーター実態調査や看護師・薬剤師を対象とした

アンケート調査等を行った。てんかん拠点病院を効

果的に運用するために、専門看護師制度創設・専門

薬剤師制度などを例として、コメディカル領域の整

備が重要であるという視点からの、拠点病院の備え

るべき要件に関する検討を行った。 

3. てんかん患者の身体的、精神的、社会的なら

びに医療との関わり分析（岸、西田）：

BIO-PSYCHO-SOCIAL-HEALTH-RELATED の問題と発

作・治療効果の関係に着目し、標準的評価法である

INTERMED 日本語版による評価・てんかん QOL 評価・

発作頻度の関連性等について調査を実施した。 

4. 既存データを用いた疫学研究（田中、杉山、

栗栖） 

てんかん有病率について（健康保険組合加入者集団

の大規模レセプトデータ解析） 

解析対象を株式会社 JMDC（以下、JMDC）が契約する

健康保険組合加入者のデータベースを用い８年間

の期間中（2012 年 1 月～2019年 12 月）の加入者全

てにあたる実 9,864,278 人を母集団とした。加入者

には、被保険者本人と被扶養者も含まれており、

JMDC では、年々、契約する健康保険組合数が増加し、

データベース登録人数も増加している。被保険者の

年齢は、健康保険組合加入者であることから 74 歳

以下であり、母集団の年代別割合では 40-50代が全

体の約 3 割を占めていた。我々は、この母集団の持

つ診療報酬明細書情報（レセプトデータ）を以下の

手順で解析することにより、てんかん有病率を算出

した。まず、母集団のデータベースから、てんかん

関連疾患（ICD10 国際疾病分類： G40てんかん、G41

てんかん重積）の記載がある者を、傷病名情報を用

いて抽出した。なお、疑い病名は除いている。次に、

①てんかん指導料が計上されているもの あるい

は②抗てんかん薬の処方が 1年間に 4週以上あるも

の（ただし、神経障害や精神障害に対して処方され

たと考えられるものは除外）を、「てんかん患者」

と判定した。その結果、8 年間の母集団から重複を

除く実患者実数で 77,312 人、延べ患者数で 218,198

人を抽出することが可能であった。てんかん有病率

（2012-2019年度）は、人口 1,000人あたり 5.4～

6.0 人（男性では 5.4～6.1 人、女性では 5.4～5.8

人）と算出された。 

5. 拠点病院で行われるてんかん有病率・発症

率等の疫学調査（飯田、吉岡、高橋、林）：拠点

病院が設置されている特定の三次医療県内におけ

る既存のてんかん診療ネットワークを生かした、

てんかんの有病率・発生率に関する疫学調査を実

施し、上記(4)との比較を行った。疫学・統計解析

に関する問題点を抽出し、データ解析の整合性を

検証した。てんかん患者に関する諸外国の疫学研

究をレビューし、本研究で得られたデータとの比

較検討を行った。 

6. てんかん診療支援医制度（松本、池田）： て

んかん診療には行政、多診療科、他職種の連携が不

可欠である。このような連携を推進する事業として

んかん地域診療連携体制整備事業がある。令和 2 年

4 月現在で、21 都道府県で診療拠点病院が設定され

ている.現在もてんかん診療を担う医師は不足して

おり、特に一次診療（プライマリ・ケア）と三次診

療（てんかん専門医）の間を担う二次診療の拡充に

よるてんかん診療の均てん化が重要となっており、

そのため 5学会横断的な合同認定でのてんかん診療

支援医の制度設計を検討した。 

 

Ｄ.考察 

てんかんの疫学調査を目標とした課題抽出、てんか

ん拠点病院に設置されているコーディネーターの

活動実績調査、てんかん患者・家族の実態調査、て

んかんの地域連携や他科・多職種連携の調査及び分

析を通じて、地域の実情を踏まえかつてんかん患

者・家族のニーズに即したてんかんの地域診療連携
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体制の構築推進に資する研究を行うことができた。

これにより、どのようにすれば各地方自治体が拠点

病院制度に参画出来るのか、研究を通じた普及啓発

活動も行っていく重要性が再確認された。また、コ

ーディネーター人材確保や資質の向上をめざした

コーディネーター活動分析ならびに個人情報等を

含むデータ等管理を行うことが今後の我が国にお

けるてんかん診療に大きな利点となると思われた。

日本てんかん学会等との連携により、拠点病院を増

やすために必要な要因の追求や自治体へのアプロ

ーチ方策の整理を行うことができ有益であった。さ

らに、拠点病院からのデータ抽出ならびに効果的に

拠点病院を運用するための改善、行政機関が整備に

携わることで医療機関・保健所や教育機関などの多

職種連携の探索、圏内医療均てん化の方策を探って

いく基礎的な考えをまとめることができた。第 7 次

医療計画に向けた拠点病院整備要件の提言を行う

必要性も重要である。 
 

Ｅ.結論 

既存データから得たてんかん入院患者数、てんかん

外来患者数に関するデータを利用し解析した。既存

データの選別に関して検討を行い、「純粋なてんか

ん患者」のデータを選別するための合理的な基準を

設けた。また、てんかんコーディネーター実態調査

や看護師・薬剤師を対象としたアンケート調査等を

行い、てんかん拠点病院を効果的に運用するために、

専門看護師制度創設・専門薬剤師制度などを例とし

て、コメディカル領域の整備が重要であるという視

点からの、拠点病院の備えるべき要件に関する検討

を行った。てんかん患者の身体的、精神的、社会的

ならびに医療との関わりについても分析を行った。

さらに、てんかん診療支援医制度の確立に向け基礎

的なデータを収集し、現状のてんかん患者数に比べ

て数の少ないてんかん専門医の補助的な役割を担

う「てんかん診療支援医」制度の必要性、役割につ

いても検討を行った。 

Ｆ.健康危険情報 

特になし 
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